
⼤型・中型・準中型・けん引・⼆種免許
両眼で0.8以上、かつ、⼀眼がそれぞれ0.5以上であること。

三棹法の奥⾏知覚検査器により2.5メートルの距離で3回検査し、
その平均誤差が2cm以下であること。

普通免許・⾃動⼆輪免許・⼤型特殊免許
両眼で0.7以上、かつ、⼀眼でそれぞれ0.3以上であること。
⼀眼の視⼒が0.3に満たない⽅、もしくは⼀眼が⾒えない⽅については、
他眼の視野が左右150度以上で、視⼒が0.7以上であること。

視⼒が回復した場合
レーシック⼿術などにより視⼒が回復した場合は、「眼鏡等」の条件解除の⼿続きが必要
になります。視⼒が回復したからといって裸眼で運転すると「条件違反」になってしまい
ます。警察署または免許センターで条件解除の⼿続きを済ませてから⼊校してください。

オルソレンズをお使いの場合
オルソレンズ（⾓膜矯正⽤コンタクトレンズ・ナイトレンズとも呼ばれます）を使⽤して
いる⽅は、⼊校前に当校までご連絡をお願いします。

入校時に視力検査があります

⼗分ご注意ください！
⼊校時の視⼒検査に通らなかった場合は、⽇程を変更して再⼊校となります。
それにともなう⼊校⽇変更⼿数料、交通費などは⾃⼰負担となります。
また、キャンセルの場合、所定のキャンセル料がかかります。
少しでも不安な⽅は、事前にメガネ店または眼科に⾏き、ご準備をお願いします。

車種ごとに以下の視力が必要になります。
必要な方は、メガネやコンタクトレンズのご準備をお願い致します。
視力検査に通らないと入校ができませんのでご注意ください。


